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機械設備工事特記仕様書

着工      年    月    日  ～  完成      年    月    日（    日間）    

一般事項D)

   ・一般建築物　　・準耐火建築物　　・耐火建築物

  ・手動方式　　・自動方式

   ・電動機　　・電動機＋エンジン付

機械設備工事特記仕様書

A) 工事概要

工事名称

工事場所

建物構造

建物用途

用途地域

工事期間

工事種目B)

No 工事種目 新設 増設 改修 撤去 備　考

1

2

適用 適用 No 工事種目 新設 増設 改修 撤去 備　考

建物概要C)

No 名　　称

合　　計

構 造 階 数 延面積（㎡） 備　　考

種目 適用 項目 特記事項

・亜鉛引鉄板　　・鋼板　　・コンクリートダクト

F) 特記事項

・本工事　　・別途工事

・石綿2層管｛JIS K 6741原管｝

・配管用炭素鋼鋼管（SGP-B）｛JIS G 3452｝

・卵形管・硬質塩化ビニル管（VP・VU）｛JIS K 6741｝

屋内架空：

・排水用鉛管（LP）（器具接続部）

・排水用ビニルライニング鋼管（DVLP）

・排水用鉛管（LP）（器具接続部）

・配管用炭素鋼鋼管（SGP）

ＰＳ立管：

・硬質塩化ビニル管（VP）｛JIS K 6741｝屋内埋設：

・硬質塩化ビニル管（VP）｛JIS K 6741｝屋外架空：

屋外埋設：

・単独式　　・合流式　　・屋内分流屋外合流式

屋内埋設：

屋外架空：

屋外埋設：

・本工事　　・別途工事

・硬質塩化ビニル管（VP）｛JIS K 6741｝屋内架空：
 

種目 項目 特記事項

 

3

4

5

6

7

8

9

10

排除について

別途工事の連絡協議

統括安全衛生管理者

建築工事との取合い

産業廃棄物の処理等

・高温多湿な作業場所での作業中は注意し、また頻繁に巡視を行うこと。

・無理な作業は控え、健康状態にも十分配慮すること。

・スポーツドリンク等の塩分を含む飲み物を摂取し、休憩をとるなど適切な対策を講じること。

専任の主任技術者の確認

監理技術者資格者証の確認

現場代理人は現場責任者の立場を明確にするため、現場代理人と明示した腕章を着用のこと。

・ステンレス鋼管・ポリ粉体ライニング鋼管(PA)

・ステンレス鋼管

・ビニルライニング鋼管(VA)｛JWWA K 116｝

・ビニルライニング鋼管(VD)

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)｛JIS K 6742｝

・ポリ粉体ライニング鋼管(PD)

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)｛JIS K 6742｝

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)｛JIS K 6742｝

 

給水の引込工事、その他については各市町村の条例規則により完全に施工のこと。

曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し排水の流通をよくすること。

水栓類は節水コマ付き、フラッシュバルブは節水型とする。

なお、管末屋外水栓は凍結防止水栓とする。

地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。またコンクリート貫通箇所はプラスチックテープを巻きモルタル埋めとする。

建物内埋設配管はすべてスラブより吊ること。

配管には空気だまりのないように施工し、図示以外で施工必要箇所には空気抜き弁を取付ける。

既設建物はつり、穴あけ等に関してはダイヤモンドカッターを使用する。

本工事にて取り付ける機器の結線調整はすべて本工事とする。

防火、防煙ダンパー類は、国土交通大臣が定めたもの及び同認定を受けたものを使用する。

保温工事については、県内保温保冷協会組合員等県内業者とする。

屋外土中埋設配管においては、埋設標示テープ、標示ピンおよび標示杭を設ける。（排水管を除く）

防火区画貫通に関しては、関係諸法規に基づき完全に施工する。

機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に準ずる。

機械設備工事内で建築工事を含む場合には、別途建築工事に準ずる。

外壁に取付のパイプフード等は指定色仕上げとする。

屋外配管の保温については、全てSUS巻き仕上げとする。

コンクリート製の会所、汚水会所、浄化槽との硬質塩化ビニル管の接続部は砂付加工の工場製品を使用し、漏水防止を図る。

機械の据付、配管支持については、地耐力を考慮し、「建築設備耐震設計施工指針」を参考とする。

RC壁・床の穴開け等においては、事前に鉄筋検査を行い、既設鉄筋を切断しない様に留意し施工すること。

撤去工事については、最終処分まで本工事にて行うこと。

　同上　設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)、及び

・日本建築家協会共通仕様書(最新版)

項目および特記事項は、○印のついたものを本工事に適用し、それ以外のものについては建築工事

特記仕様書に準ずること。

イ.本工事は、工事請負契約書および同約款を遵守し現場説明書・特記仕様書・図面・施工標準図および

　 標仕により完全に施工する。

ニ.建築設備設計・施工上の指導指針

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)

ロ.必要な関係諸官庁への申請手続きは、すべて受注者が代行し、その費用も受注者の負担とする。

放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した材料、工法を用いないこと

冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、メーカー等によりフロンガスを全量回収し、大気

数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共に、保管

また工事区分の取り合いについて図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い連絡を密にすること。

労働安全衛生法の統括安全衛生管理責任者には、（・建築工事　　・電気設備工事　　・機械設備工事）

工事着工前に付近の状況を調査し、公害対策は工事完成まで講じること。

を提出の上、監督員の承諾をうけること。　特別管理産業廃棄物（ 有 ・ 無 ）

は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督員、建築工事業者承諾の上とする。

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強および仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開口部補強

ものは、材料製造所、施工下請業者、請負契約者連名書とする。

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書を提出する。なお、責任施工の

配管施工　　熱絶縁施工　　冷凍・空気調和機施工　　建築板金施工

工事写真の撮り方（改訂第3版）（建築設備編）に準ずること。

工事写真の提出に関しては、監督員の指示による。なお写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

(CD-ROM:1枚)提出する。竣工図は監督員の承認により、貸与するCADデータを修正の上竣工図を

作成するものとし、CADデータ共に提出する。

竣工時に竣工図を作成し、2つ折り焼付製本の上(A1サイズ:1部　A3サイズ:2部)、原図修正CADデータ共

CADデータは、JWW、AUTOCAD、PDF形式とし、レイヤ構成、その他詳細は監督員の指示による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（最新版）に準ずる。

受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に準じ、適確に処理するものとし、事前に施工計画書

の受注者を指名すること。

受注者は工事別の業者でお互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い工事施工上の調整を図ること。

工事車両の出入りについては、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整備員を配置すると共に

近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなきよう留意し、工事全般に支障なきよう万全の策を講じること。

また、施設運営についても監督員と協議を行い、支障なきように努めること。

(・建築工事　　・電気設備工事　　・機械設備工事)

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

工事着工前及び完成引渡し時には、下記の書類を提出すること。詳細は監督員の指示による。

契約書　工事着工届、現場代理人・主任技術者等届　工程表　健康保険証（写し）　施工図

検査報告書　試験成績書　産業廃棄物処理証明書　安全活動書類　工事目的物引渡書　請求書等

工事完了届　工事写真　竣工写真　工事月報・日報　材料納品書　取扱説明書　保証書　材料検収表

配管材料については大阪ｶﾞｽ指定品を使用すること。

・要　　・不要

被覆ボールバルブとする。

埋設で合成樹脂被覆鋼管の接続は、合成樹脂被覆メカ継手、サービスコックは合成樹脂

気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行うこと。

・都市ガス（13A）　　・プロパンガス　　・その他（   ）

排水管　： ・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）｛JIS K 6741｝

   

       冷媒管　： ・脱酸銅管（L）

・中央方式　　・個別方式　　・中央・個別方式　　・マルチ方式

・都市ガス　　・プロパンガス　　・灯油　　・Ａ重油　　・電気

22.0  ℃

26.0  ℃   

        

     

     

  場　所

時　期

  冬　期

  夏　期

湿度（RH）温度（DB）

屋　　内

成行　％

成行　％

屋　　外

温度（DB） 湿度（RH）

冷温水管： ・水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W）

冷却水管： ・水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W）

・耐熱性ビニルライニング鋼管（HTLP）

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）

  ％

％

・保温付銅管｛JIS H 3300原管｝

34.0  ℃

-0.5  ℃

・鋼鈑製　　・ステンレス製　　・亜鉛鉄板製

     
膨張管　：

蒸気管　： ・配管用炭素鋼鋼管（SGP-A）

・水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W） ・耐熱性ビニルライニング鋼管（HTLP)

・圧力配管用炭鋼鋼管（SCH40）

・中央制御　　・個別制御

・亜鉛引鉄板　　・グラスウールダクト　　・サイレントフレキダクト

・アングル工法　　・コーナーボルト工法

・配管用炭素鋼鋼管（SGP-B）｛JIS G 3452｝

    

・亜鉛引鉄板製スパイラルダクト　　・アルミフレキダクト　　・ステンレス板

・パイプファン　　・有圧換気扇　　・レンジフード　　・ストレ－トシロッコファン

・アングル工法　　・コーナーボルト工法

・亜鉛引鉄板　　・ステンレス板　　・塩ビ板

送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。

下記のダクトには防露工事を行うこと。

3.給気ダクト

4.ガラリボックス

・エア－カ－テン

・亜鉛引鉄板｛JIS G 3302｝　・グラスウールダクト　・サイレントフレキダクト　・塩ビ板

・塩化ビニル管（VU） （浴室系統）｛JIS K 6741｝　　・SUS製スパイラルダクト

・亜鉛引鉄板製スパイラルダクト｛JIS G 3302｝　・アルミフレキダクト　・ステンレス板

注記：ピット内配管＝ＶＰ　　2階以上隠蔽・ＰＳ部分＝石綿ニ層管とする

1.全熱交換ユニットにおける本体から外壁までの給気および排気ダクト

2.排気ダクトにおける外壁から１m 部分

・直圧式　　・加圧式　　・重力式　　・蓄圧式 

別図器具リストによる。

・温風暖房機　　・ガスヒートポンプエアコン　　・電気パネルヒーター

・コンベクター　　・電気式ヒートポンプエアコン（氷蓄熱・ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ含む）

・ファンコイルユニット　　・ファンコンベクター　　・エアーハンドリングユニット
 

建築基準法別表第一 （第　項）　　消防法施行令別表第一 ｛第7項｝

・第一種低層住居専用　　　・第一種中高層住居専用　　　・第二種住居　　　・住居

・近隣商業　　　・商業　　　・準工業　　　・工業　　　・工業専用

・ビニルライニング鋼管(VD)

・ポリ粉体ライニング鋼管(PA)

・吸収式冷温水機　　・水冷式チリングユニット　　・空冷式蓄熱ユニット

給水設備

排水通気設備

衛生器具設備

ガス設備

空気調和設備

床暖房 設備

換気設備

排煙設備

検査合格書等

監督員事務所

工事監理指針

下請業者の選定等

発生材の処理等

シンナー等の保管管理

環境配慮の周知について

熱中症の予防について

現場代理人について

現場配置技術者および

専任の直接的かつ恒常

について

的な雇用関係等の確認

本工事の発注する建設

工事等における暴力団

等による不当介入の

について

工事カルテ作成、登録

負担・加入金

給
水
設
備

使用する50A以下の弁は管端コア付弁、65A以上はライニング弁とする。

ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆形）を使用。ライニング鋼管に

飲料水適性試験を行う。（1箇所)

・石綿2層管｛JIS K 6741原管｝

排
水
通
気
設
備

ガ
ス
設
備

衛
生
器
具
設
備

方式

熱源

熱源機器

空気調和機

設計温湿度条件

配管材料

自動制御

ダクト材料

ダクトの工法

煙導材料

その他

空
気
調
和
設
備

換
気
設
備

排
煙
設
備

・温水ボイラ　　・蒸気ボイラ　　・温水発生機　　・ヒートポンプチラー

  

浄化槽設備

浄
化
槽
設
備

・煙試験　　・通水試験　　・満水試験

給湯設備

１

２

３

４

・温水循環式　　・電気式　　・熱媒体循環式

・気密試験　　・絶縁試験

別紙図面参照

・ポリブテン管　　・ポリエチレン管　　・銅管　　・メーカー標準仕様床
暖
房
設
備

６

・単独浄化槽　　・合併浄化槽　　　・小規模合併浄化槽

・ＦＲＰ製　　・コンクリート製（○ 全て本工事　○ 躯体のみ建築工事）

・地下式　　・半地下式　　・地上式　　・ユニット型

・上部スラブ補強式　　・上部スラブ柱補強式

・接触ばっ気　　・長時間ばっ気　　・沈殿分離ばっ気　　・分離接触ばっ気

液化石油ガス法、ガス事業法、高圧ガス取締法および、ガス機器設置基準に基づいて施工を行うこと。

・ＢＯＤ（　　ppm）　　・ＣＯＤ（　　ppm）　　・Ｎ（　　ppm）　　・Ｐ（　　ppm）

・不要　　・要（・簡易矢板　　・木製矢板　　・鋼矢板

・敷地内排水桝　　・河川　　・既設合併浄化槽

・水位目安線表示（バッキ、沈殿槽）　　・制御盤及び２次電気配線工事

給
湯
設
備

方 式

引 込 工 事

配 管 材 料

衛 生 器 具

そ の 他

工 事 範 囲

工 事 範 囲

適用

工 事 範 囲

工 事 範 囲

屋外架空：　・配管用炭素鋼鋼管（SGP-B）｛JIS G 3452｝

屋内埋設：　・合成樹脂被覆鋼管（ELP）　　・ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（PE）｛JIS K 6774｝

屋内架空：　・配管用炭素鋼鋼管（SGP-B）｛JIS G 3452｝

する。

方 式

そ の 他

水 質 試 験

継 手・弁等

配 管 材 料

漏 れ 試 験

そ の 他

負 担 金 等

配 管 材 料

試 験

ガスの種別

そ の 他

工 事 範 囲

方 式

給 湯 機 器

熱 源

・個別（局所）方式　　・中央方式　　・中央個別方式

・瞬間湯沸器　　・給湯器　　・電気温水器　　・温水ボイラー　　・蒸気ボイラー

・都市ガス　　・プロパンガス　　・灯油　　・Ａ重油　　・電気

貯 湯 槽

膨 張 水 槽

配 管 材 料

煙 道 材 料

各 種 試 験

そ の 他

・クラッド鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・鋼板製内部ライニング加工

・防食　（ ・外部電源方式　　・電流陽極方式）　

・鋼板製　　・ステンレス鋼板製　　・耐熱樹脂製　　・密閉式

・防食　（・亜鉛アルミニューム合金溶射　　・エポキシ樹脂ライニング）　

・脱酸銅管（Ｍ）　　・保温付被覆銅管　　・被覆銅管　　・耐熱塩ビライニング鋼管

・鋼板製（　　Φ）　　・ステンレス製（　　Φ）　　・亜鉛鍍鉄板製（　　Φ）

・湯沸器排気筒は厚さ0.5mm以上のステンレス鋼板製とする。

・排煙濃度計（・設ける　　・設けない）

・給水設備の項に準じる。

・配管には空気溜りのない様に施工し、図示以外で施工上必要な個所には空気抜き弁を取付ける。

　叉、配管の膨張伸縮の逃がしが必要な個所には伸縮継手を取付のこと。

フロンの回収等

適 用

共通仕様書

施 工 基 準

完 成 図

工 事 写 真

技 術 管 理

技 能 士

公 害 対 策

機器材料等

保 険 等

安 全 対 策

提 出 書 類

そ の 他

共通事項E)

冷媒配管サイズは参考のため各メーカーの仕様に基づいて決定すること。その際の増減は行わないもの

とする。

・換気扇　　・天井埋込型換気扇　　・全熱交換ユニット送 風 機

ダクト材料

ダクトの工法

フ ー ド

そ の 他

方 式

配 管 材 料

試 験

そ の 他

方 式

排 煙 機

ダクト材料

そ の 他

７

９

10

浄化槽種類

材 質

構 造

処 理 能 力

処 理 方 式

山 止 め

処 理 水 質

放 流 先

そ の 他

工 事 範 囲

工 事 範 囲

工 事 範 囲

６

５

図示による換気扇及びダクト等の全てを撤去・処分する。

共本工事とする。

図示による屋内外の給水管及び弁類を全て撤去・処分する。尚、撤去に必要な根切り埋戻し仮復旧工事

受注者は、発注者が実施している環境マネジメントシステムに配慮し、環境にやさしい事業活動を心掛けること。

1.受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団員関係者、その他市発注工事等に対して不当な介入を行うすべて

の者)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合においては、断固としてこれを拒否するとともに、

不当介入があった時点で速やかに草津警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2.受注者は、前記により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式)により所轄警察署に

届け出るとともに、監督員等に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に

指導を行うものとする。(様式については、各市町村ホームページを参照されたい。

現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。なお工事準備等の行為を含め工事現場が不稼動であること

確保しなければならない。

が明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と緊急時には速やかに対応できる体制を

現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの(健康保険証等の写し)を現場代理人主任技術者等届に添付

確認を受けなければならない。

して提出しなければならない。また、変更が生じた場合は速やかに現場代理人主任技術者等変更届けを提出し、同様の

官公需適格組合にあっては、組合員を現場代理人に選任することができる。

現場代理人と主任技術者または監理技術者は、設計図書に定めのある場合を除き、これを兼ねることができる。

専任の主任技術者と雇用者の直接的かつ恒常的な(入札の執行日または随意契約による場合にあっては見積書の提出の

あった日以前に３ヶ月以上の)雇用関係について、所属業者名が記載されている健康保険被保険者の交付年月日により

確認を行う。

監理技術者と雇用者の直接的かつ恒常的な(入札の執行日または随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった

日以前に3ヶ月以上の)雇用関係について、所属業者名が記載されている監理技術者資格者証(以下「資格者証」)の

交付年月日もしくは変更履歴により確認を行う。資格者証により恒常的な雇用関係が確認できない場合は、健康保険被

保険者証の交付者年月日により確認を行う。また、監理技術者講習終了証の確認をあわせて行う。

受注者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき契約・変更・完成時

に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、契約日、登録内容の変更日および工事完成

日から10日以内に、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負代金額が2,500万円未満の工事につい

ては、契約・変更時のみ登録するものとする。)

ない。なお、変更日と完成日が10日に満たない場合は、変更登録を省略できるものとする。

また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければなら

施工に際し、既設内容、取り合いを良く調査して、既存設備の機能を低下せしめてはならない。なお、当該工事においては、既設配管等があった

場合は、監督員の指示により、本工事で迂回等の工事を行う。また撤去工事は、特に既設配管の行先を確認の上安全に処理する。

  

建築主体工事、電気設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡をとり、全工事に支障のなき様施工すること。

機器材料、製品等は別紙指定表、JIS、JWWA、認定品および、設備機材等評価名簿に記載されているもの、または同等以上の

もとし、各資料を提出の上、監督員の承諾をうけること。このことは、品番記載の機材にも適用する。

本工事契約前に質疑事項等がなき場合は、法的および技術上において本設計図施工内容を承諾したものとみなす。

ハ.本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督員と打合せの上、その指示に従い施工する。

工 事 区 分 新営工事 執務並行改修 撤去工事

本工事に必要な仮設電力､ｶﾞｽ､水道等の引込工事費等の費用は､引渡し日迄原則として全て

受注者の負担とする。また引渡し日迄の本受電費用一切も同様とする。水･その他

工事用電力

規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない備品は監督員との打ち合わせによる。

に含むものとする。

本工事を完成させるために、本工事に付帯して当然必要不可欠な作業、材料等は、設計図書に記載がない場合でも本工事

　　　５　人槽（　　　　ｍ3/日）

図示によるし尿浄化槽の全てを撤去・処分する。尚、撤去に必要な根切り及び埋戻（客土搬入）工事共とする。

・詳細図参照のこと。　　・酸欠注意表示　　・試験採水個所表示　　・ブロアー用配管

２RC

施工計画書（要領書）　工事材料使用承諾書　産廃契約書（本書　写し）　製作図　建退共

姿見山管理用宿舎

ホ.その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

書面により提案を行い監督員に協議報告を行うこと。

受注者は、(1) 建設副産物の発生抑制 (2) リサイクル活動の推進 (3) 建設副産物の処理の適正化等の推進を行うため、

別図器具リストによる衛生器具の撤去・処分する。

図示による屋外の排水管の全てを撤去・処分する。尚、撤去に必要な根切り埋戻し及び仮復旧工事共

本工事とする。

図示による屋外のガス配管・コック類の全てを撤去・処分する。尚既設ガス管内の残留ガスの有無を確認

給水引込み管は量水器より引込み管の適当な個所にて止水弁を新設する。量水器は市に返却する。

ガス引込み管の撤去は敷地内の適当な場所でストップ弁を新設しそこまでの範囲とする。

図示によるガス給湯器を撤去・処分する。

図示による空調機本体及び配管等の全て及び冷媒ガスの引抜き処分迄の撤去・処分する。

屋内外機の吊金物の撤去も含む。

屋外埋設：　・合成樹脂被覆鋼管（ELP）　　・ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（PLS）｛JIS K 6774｝

防火上必要な耐火材の撤去も本工事とする.

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-01 ／ 11

秩父広域市町村圏組合水道局

姿見山送水ポンプ室築造工事

各種下請業者・製造所等圏域内で供給できるものについては、極力圏域内業者および県内産品を選定するよう努めること。

　熱中症予防を推進しており、また、労働安全衛生の観点からも事業主は熱中症による労働災害の防止に努めなければ

なならないことから、特に梅雨から夏期にかけての時期は、次のことをはじめ、熱中症予防に万全を期すこと。

秩父市熊木町地内



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面
仕上表

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-02 ／ 11
A1:1/200
A3:1/400

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

NON

機　器　表

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-03 ／ 11

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

NON

器　具　表

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-04 ／ 11

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

[給排水衛生設備]

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

給排水衛生設備　１階平面詳細図

Ｗ'-05 ／ 11
A1:1/ 50
A3:1/100

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

[給排水衛生設備]

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

給排水衛生設備　２階平面詳細図

Ｗ'-06 ／ 11
A1:1/ 50
A3:1/100

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

[空調換気設備]

空調換気設備　１階平面詳細図

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-07 ／ 11
A1:1/ 50
A3:1/100

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

[空調換気設備]

空調換気設備　２階平面詳細図

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-08 ／ 11
A1:1/ 50
A3:1/100

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面

NON

機器・器具表(改修部分)

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-09 ／ 11

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面
給排水設備　１・２階平面図(改修部分)

[給排水設備(改修部分)]

[給排水設備(改修部分)]

２階平面図

１階平面図 令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-10 ／ 11
A1:1/ 50
A3:1/100

秩父広域市町村圏組合水道局



令 和　　年　　月 調 製

図面番号縮　尺

年　度

路 線 名

河 川 名

工事名

名　称

図　面
空調換気設備　２階平面図

[空調換気設備(改修部分)]

２階平面図

令 和 ４ 年 度

姿見山送水ポンプ室築造工事

Ｗ'-11 ／ 11
A1:1/ 50
A3:1/100

秩父広域市町村圏組合水道局


